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生
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院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
方
領
土
の
管
轄
権
に
対
す
る
外
務
省
の
見
解
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
方
領
土
の
管
轄
権
に
対
す
る
外
務
省
の
見
解
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
八
八
号
）
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
保
管
さ
れ
て
い
る
文
書
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
網
羅
的
か
つ
正
確
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
に
保
管
さ
れ
て
い
る
文
書
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
事
後
的
に
御

指
摘
の
「
許
可
証
」
を
一
方
的
に
渡
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
た
こ
と
は
、
適
切
さ
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。

な
お
、
外
務
省
と
し
て
は
、
先
の
質
問
主
意
書
（
平
成
十
七
年
十
月
三
十
一
日
提
出
質
問
第
五
三
号
）
の
提
出
を
受
け
て
、

調
査
は
適
切
か
つ
十
分
に
行
わ
れ
た
と
考
え
て
お
り
、
御
指
摘
の
者
に
対
す
る
調
査
を
含
め
、
改
め
て
調
査
を
行
う
考
え
は

な
い
。

七
及
び
八
に
つ
い
て

一



先
の
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日
内
閣
衆
質
一
六
四
第
六
五
号
）
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

二


